
住民税非課税世帯等の皆さんへ
臨時特別給付金（１０万円/世帯）
についてのお知らせです。

支給対象世帯

令和3年12月10日時点で智頭町に住民票があり、

世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税
(本町で把握済みの対象世帯へは「確認書」を送付します）

または
令和３年１月以降、新型コロナウイルス感染症の
影響により、世帯全員が令和３年度分の町民税が
非課税である世帯と同様の事情にあると認められ
る世帯（家計急変世帯）

申請が必要です！確認書の内容(振込先口座番号など)を
確認の上、

町民税非課税世帯

□ 確認書

(対象世帯へ郵送します)
□ 申請者の公的身分証明書

(運転免許証、保険証等)の
写し

【代理人が提出する場合は追加で】

□ 委任状
□ 代理人の公的身分証明書
の写し

家計急変世帯

を確認書の発行日(確認書右上
に記載)から3カ月以内に郵送
または持参してください。

□ 非課税分申請書

□ 家計急変分申請書

□ 申請者の公的身分証明書
の写し

【代理人が申請する場合は追加で】

□ 委任状

□ 代理人の公的身分証明書
の写し

を持参してください。提出期限
は令和4年9月30日です。

提出書類について

※申請書は町HP及び福祉課窓口
で配布予定です。



【問い合わせ先】

●智頭町保健センター 福祉課（福祉事務所）
☎０８５８ー７５ー４１０２

確認書はいつごろ届きますか？

本町で把握している住
民税非課税の対象世帯
へは、２月中旬以降に
発送を予定しています。

また、家計急変世帯の
申請書は郵送しません。
町HP及び福祉課窓口
で配布予定です。

確認書サンプル（表面）
(様式は変更となる場合があります)

DV等避難中の方へ

配偶者等からDVを受け、本町
に避難している人で、住民票が
町外にあったり、住所地の世帯
が既に給付金を受け取っている
場合でも、給付金を受給可能な
場合があります。

受給には手続きが必要です。
詳細についてはお問合せくださ
い。

住民税非課税世帯等に対する臨時特例
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情
報の詐取」に注意してください！

自宅や職場に都道府県・市区町村や国
(の職員)などをかたる不審な電話や郵便
があった場合は、慌てずに市区町村の
問合せ先や最寄りの警察暑、警察相談
専用電話(♯9110)に連絡してください。


